
安全衛生方針 

 

安全衛生活動は、本会運営の基盤であり、本会で働く人および地域社会の安

全・健康に及ぼす影響を最小限となるよう法人活動の安全衛生を管理し、自負

できる職場を目指します。 

 

１．安全衛生関係法令および内部規則を遵守し、より一層の安全衛生管理に努

めます。 

 

２．職場の危険有害要因の明確化と対策の優先度を定めるリスクアセスメント

を実施し、“災害ゼロ”から“危険ゼロ”の安全で快適な職場へ進化させま

す。 

 

３．全職員のみならず、本会で働く関係者の協力の下にコミュニケーションを

図り、全員参加の安全衛生活動を実行していきます。 

 

４．職員の教育および本会内の広報活動を通じて、安全衛生意識の高揚に努め

ます。 

 

５．安全衛生活動の実行に当たっては、適切な運営資源を投入し、効果的な改

善を継続的に実施します。 

 

６．前年度と比較し有所見者の減少を目標に、健康診断事後指導を実施し、健

全な労働力を確保するための健康保持対策をより向上させます。  
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